
の回収を報告します。

1．常時、産廃コンテナが設置されていない店舗で一時的に産廃コンテナ設置を希望する場合は、

「産廃コンテナ設置のみ」を選択して下さい。

2．「産廃コンテナ設置希望」の場合は産廃コンテナ設置後、片づけが完了次第、再度回収依頼を

お願いします。

3．その他 記載事項

1)廃棄物は産廃コンテナ4個、廃用土4パレット＋フレコンバッグ2袋(右画像)、廃電球7コンテナ(右画像)　

　となります。

「業者様記入欄」記入後、業者様から直接店舗にＦＡＸが届きます。

【概算金額】

・収集運搬

・処分

画像貼付

縮小専用
320　ｘ　320に変換

画像貼付

縮小専用
320　ｘ　320に変換

産廃回収物

回収業者名

＜業者様記入欄＞

連絡先

回収日（産廃コンテナ設置日）

川村
店舗運営課 殿 店 名　 新田東店

＜報告欄＞

共有先:ゾーンマネジャー
＜営業報告書＞ 日 付 2024年9月12日 店長

廃棄物処理報告 店 番　 130239

店舗運営課

2024/9/1 改訂


